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子 発 0 3 3 0第 ９号 

平 成 30年 ３ 月 30日 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

    中核 市市長 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

の一部を改正する省令の施行について 

 

 

本日、別添１のとおり放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一

部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第46号。以下「改正省令」という。）が公

布されたところであるが、改正省令の趣旨、内容及び留意事項は下記のとおりであ

るので、御了知の上、各都道府県におかれては、貴管内市町村（特別区を含み、指

定都市及び中核市を除く。）に周知を図るとともに、その運用に遺漏なきようにされ

たい。 

なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

第一 改正の趣旨及び内容 

１ 放課後児童支援員の資格要件の拡大について 

別添２のとおり「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 29

年 12 月 26 日閣議決定）において、放課後児童支援員の基礎資格等について、

「一定の実務経験があり、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大する

こととし、平成 29年度中に省令を改正する」こととされたことを受け、放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 63

号。以下「基準省令」という。）第 10条第３項に第 10号として、「５年以上放
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課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」

を新設する。 

 

２ 基準省令第 10条第３項第４号の規定の明確化 

基準省令第 10条第３項第４号で、学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）の規

定により、学校の教諭となる資格を有する者を放課後児童支援員の基礎資格と

して規定しているところ、教員免許状の更新を受けていない場合の取扱いを明

確にし、有効な教員免許状を取得した者を対象とするため、基準省令第 10条第

３項第４号について、「学校教育法の規定により・・・教諭となる資格を有する

者」を「教育職員免許法第４条に規定する免許状を有する者」に改正する。 

 

第二 留意事項 

１ 改正省令による改正後の基準省令第 10条第３項に関し、市町村において条例

改正が必要な場合があると考えられるが、施行の日から速やかに改正を行い、

基準省令の運用に支障が生じないよう、努められたいこと。 

２ 都道府県におかれては、放課後児童支援員認定資格研修について、改正省令

により新たに対象となる者が、支障なく平成 30年度より当該研修を受講できる

よう、必要な見直しを適宜行われたいこと。 

 

第三 施行期日 

 改正省令は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

 

以上 
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